
札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱（平成７年３月３１日衛生局長決裁）（新旧対照表） 

改正前 改正後 備考 

第１条～第１４条 （省略） 

 

附 則 （省略） 

 

 

 

別表１ 給水設備構造基準 （省略） 

 

別表２ 給水設備維持管理基準 

１ 水質の管理 

 (1)～(3) （省略） 

 (4) １号、２号（アを除く。）及び３号の検査は、原則

として水道法により厚生労働大臣の登録を受けた者

又は建築物衛生法により知事登録を受けた者に委託

すること。 

 (5)～(8) （省略） 

 

２、３ （省略） 

 

４ 貯水槽の管理 

 (1)～(5) （省略） 

 (6) 貯水槽の清掃は、原則として建築物衛生法により知

事登録を受けた者に委託すること。 

 

附表１～附表４ （省略） 

第１条～第１４条 （現行のとおり） 

 

附 則 （現行のとおり） 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月２７日から施行する。 

 

別表１ （現行のとおり） 

 

別表２ 

１ 水質の管理 

 (1)～(3) （現行のとおり） 

 (4) １号、２号（アを除く。）及び３号の検査は、原則

として水道法により厚生労働大臣の登録を受けた者

又は建築物衛生法により登録を受けた者に委託する

こと。 

 (5)～(8) （現行のとおり） 

 

２、３ （現行のとおり） 

 

４ 貯水槽の管理 

 (1)～(5) （現行のとおり） 

 (6) 貯水槽の清掃は、原則として建築物衛生法により登

録を受けた者に委託すること。 

 

附表１～附表４ （現行のとおり） 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

事務の移譲に伴う文言

整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務の移譲に伴う文言

整理 

 

 
 


